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(注）「建議勧告件数｣欄は件数建てによる事件数であり､その他の欄はすべて被疑者数による延べ人員である。



第1表の2第2段階の審査(法第41条の2による審査）
東京第一～第六･立川検察審査会
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(注） 1.審査期間は､公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けた日､又は起訴を相当とする議決
の謄本を検察庁に送付した日から3月(又は最長で3月の延長)を経過した日から数える。



第2表 罪名別新受人員数（令和4.1.1～令和4.12.31） 東京第一～第六・立川検察審査会
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(注）「強制わいせつ､強制性交等、同致死傷等」には、平成29年法律第72号による改正前の「強姦、

強姦等致死傷」（1 77条～179条、181条）を含む。



第3表 起訴相当･不起訴不当事件の事後措置等
＆

東京第一～第六･立川検察審査会｡
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（）内は、執行猶予が付されたもので内数である。

(注） この表は、当該年度に起訴相当又は不起訴不当の議決があった事件についての、原不起訴処分の理由と、当該事件にづいて、その後、検察官が執った事後措置及び第一
審裁判所の裁判結果等を記載したものである。


